
 〇感染防止のポイント～町民の皆様へ～ 
　・インフルエンザや風邪と同様に一人ひとりがマスクの着用やこまめに手洗いを行うことが基本的な
対策となります。また、暖房器具の利用により室内が乾燥しやすいため、定期的に換気をしましょう。

　・他にも日常生活の中で取り組める感染防止対策の徹底をお願いします。次のチェックリスト等を活
用し、実践できているか確認しましょう。

【新型コロナウイルス感染症防止対策チェックリスト】
　□ こまめに手洗いや手指の消毒をしている
　□ マスクの着用など「咳エチケット」を徹底している
　□ 人と人との距離を確保している（目安は１ｍ程度、できれば２ｍ以上）
　□ 部屋の換気を積極的に行っている（目安は１時間に２回以上、５分～ 10分程度）
　□ 加湿器等により、部屋の湿度を一定に保っている（目安は 40％以上）
　□ 家族以外の多人数での会食や集りはできるだけ避ける

〇発熱などの症状が続くときは・・・ 
　・これから、インフルエンザや風邪も流行する季節であり、新型コロナウイルス感染症と症状が似て
いるため、判断に困る方も多いと思います。

　・発熱などの症状が続き、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある場合は、
まずは、かかりつけ医や最寄りの医療機関に必ず電話でご相談ください。

　・かかりつけ医等がなく、相談する医療機関に迷われる場合は「熊本県発熱患者専用ダイヤル
（☎：0570-096-567）」にご連絡ください。

　・また、次のいずれかの項目に該当する場合は「熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口
（☎：096-300-5909）」または「御船保健所（☎：096-282-0016）」にご連絡ください。

□新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性がある
□新型コロナウイルス感染症のクラスターの一員に該当する可能性がある
　（症状の有無や接触日からの経過日数は問わない）
□接触確認アプリ（COCOA等）にて陽性者との接触が確認された

 〇社会経済活動との両立を目指して～事業者の皆様へ～ 
　・町では、社会経済活動との両立を図るため、町内の事業
者の皆様に、従業員のマスク着用や健康管理、ついたて
の設置等、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策
の徹底をお願いしております。

　・また、感染防止対策に取り組む事業者を支援するため、
山都町商工会と連携し、次の事業を開始しました。詳
しい内容や申請方法等については、商工会（本所☎：
72-0186、清和支所☎：82-2017、蘇陽支所☎：83-
0037）または役場山の都創造課（☎：72-1158）まで、
ご連絡ください。

〇「感染防止アドバイザー」が、事業所を直接訪問し、感染防止対策の状況の確認や助言、必要
に応じて町や関係機関の各種支援制度の紹介を行います。

〇 適切な対策を行っていることが確認できた事業所には取組を明示する
「感染防止対策取組宣言」ステッカーを交付しています。

【対象者】町内に店舗または事務所を有する事業者
【派遣期間】令和３年１月 29日まで

〇 感染拡大防止を目的として導入された備品・設備に要する経費の一部を補助します。
　（例：パーテーション、換気用設備、非接触型体温計等）
〇 補助率：３／４、上限額：１店舗あたり 10万円
【対象者】町内に店舗または事務所を有し、顧客を相手に事業活動を行う事業者
【申請期間】令和３年１月 29日まで

　※他にも、町では、国や県と連携し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている皆様への支援に
取り組んでおります。各種支援一覧を本紙６～７ページに掲載しておりますので、ご活用ください。

 〇新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について 
　・新型コロナウイルス感染症に対する不安から、感染者やその家族、職場等で接触された方、医療機
関に従事されている方、その他の関係者の方々に対し、心ない言動、噂や憶測に基づく誹謗・中傷、
いじめ、不当な扱いの行動は、過度の不安をあおり、誰かを傷つける恐れがあります。

　・町民の皆様におかれましては、「ネット上の誤った情報に惑わされない。」「不確かな情報は決して
SNSなどで広めない。」など、新型コロナウイルス感染症について、行政等が発信する正しい情報
に基づいた判断、行動を心がけてください。

　・町の人権センター（☎：72-2031）や県の人権相談窓口（☎：096-384-5822）、熊本地方法務局
人権擁護課（☎：096-364-2145）では、新型コロナウイルス感染症に限らず、人権に関する様々
な相談や生活上の悩みごとに対するサポートも行っています。一人で悩まず、お気軽にご相談くだ
さい。

かかりつけ医に連絡

緊急時やかかりつけ医がないとき

診療・検査 紹介を受けた医療機関・保健所で診療・検査

発熱患者専用ダイヤル
（24時間対応）

（24時間対応）

（9時～19時）

☎0570-096-567

☎096-300-5909
　096-383-0607、0608

新型コロナウイルス感染症専用相談窓口

かかりつけ医が紹介

かかりつけ医で
診察・検査が可能

かかりつけ医で
診察・検査が不可能

センターが紹介
必要と判断されたとき 必要と判断されたとき

発熱などの症状が続く

発熱

【商工会による相談対応の様子】

感染防止アドバイザー派遣事業

店舗等新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業補助金

5 広報やまと 2020. 12 月号 4広報やまと 2020. 12 月号


